
 

 
福井市間伐材等安定供給促進事業補助金交付要綱 

 
（趣旨） 

第１条 間伐材等安定供給促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

福井市補助金等交付規則（昭和４８年福井市規則第１１号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
（定義） 

第２条 この要綱において「林業機械」とは、間伐材の伐採、運搬等に用いる機械のこと

で福井県農林水産部県産材活用課・森づくり課所管補助金等交付要綱別表第５に掲げる

ものをいい、「林業施設」とは、生産・加工流通コストの削減を図る施設で福井県農林水

産部県産材活用課・森づくり課所管補助金等交付要綱別表第５に掲げるものをいう。 
（目的） 

第３条 間伐材の有効利用と付加価値の高い製品供給体制整備の促進を図ることを目的と

する。 
（事業主体） 

第４条 事業主体は、福井市内に在住又は事業所若しくは営業所を有する森林組合又は林

業経営体とする。ただし、福井市一般業務競争入札参加資格を有する者を含むものとす

る。 
（対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、森林組合又は林

業経営体が行う林業機械の購入や林業施設を整備する事業とする。 
 （対象経費）  
第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に

要する経費のうち、林業機械の購入及び林業施設の整備に要する経費とする。 
⑴ 機械の購入に要する経費とは、機械購入費、付属機械器具購入費及び機械運搬送料・

車両購入に伴う重量税、取得税などの事務雑費に要する経費とする。 
⑵ 林業施設の整備に要する経費とは、福井県農林水産部県産材活用課・森づくり課所

管補助金等交付要綱別表第４（１）林業・木材産業構造改革事業に記載された施設の導

入に係る経費とする。 
（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の３分の１に相当する額を限

度とする。 
（交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第３条第１項の規定により、補助事

業に着手する前までに、間伐材等安定供給促進事業補助金交付申請書（様式第１号）を

市長に提出しなければならない。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
 ⑴ 補助事業の事業計画書(様式第１号－１) 
 ⑵ 収支予算書(様式第１号－２) 
  ⑶ 県に提出する事業計画書の写し 
 ⑷ その他市長が必要と認める書類 
３ 第１項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率



 

を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、か

つ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでな

い場合は、この限りではない。 
（交付決定） 

第９条 市長は、規則第４条の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、間伐材等

安定供給促進事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該補助金の交付を申

請した者に通知するものとする。 
２ 交付決定前の着手は、補助対象外とする。 
（交付決定の取消し） 
第１０条 市長は、交付決定の後、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 
⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
⑵ 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ 事業を中止し、又は廃止したとき。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。 
２ 市長は、前項の規定及び第１２条により補助金の交付決定を取り消ししたときは、速

やかに補助金交付決定取消通知書（様式第４号－１）を補助事業者に通知するものとす

る。 

（補助事業の変更） 
第１１条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の内容又は経費の変更（軽微な変

更を除く。）を必要とする場合は、市長に間伐材等安定供給促進事業変更承認申請書（様

式第３号）を提出し、承認を受けなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助対象事業の内容の

変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに補助金変更交

付決定通知書（様式第３号－１）をそれぞれ当該承認の申請をした者に通知するものと

する。 
（中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、交付決定後の事情の変化により、補助事業を中止又は廃止しよ

うとするときは、間伐材等安定供給促進事業中止（廃止）承認申請書（様式第 4 号）を

事前に提出し、市長の承認を受けなければならない。 
（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第１１条の規定により、速や

かに間伐材等安定供給促進事業実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければなら

ない。 
２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
⑴ 補助事業の実績書（様式第５号－１） 

 ⑵ 収支決算書（様式第５号－２） 
⑶ その他市長が必要と認める書類 

３ 補助事業者は、第６条第３項のただし書の規定により交付の申請を行い、第１項の実

績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにな

った場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（実績報告におい

て前項により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消



 

費税等相当額報告書（別紙様式第１号）により速やかに市長に報告するとともに、市長

の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 

（補助金の額の確定） 
第１４条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出を受けたときは、規則第１２条の規定

により、交付する補助金の額を確定し、間伐材等安定供給促進事業補助金額確定通知書

（様式第６号）により、当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。 
（交付請求） 

第１５条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第１４条

の規定により、間伐材等安定供給促進事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提

出しなければならない。 
２ 補助事業者から概算払又は前金払による補助金交付請求書が提出された場合には、規

則第１４条第２項の規定により、市長が特に必要があると認めるときは、補助金等を概

算払又は前金払により交付することができる。 
（関係図書の保存） 

第１６条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払

に関する証拠書類については、対象事業が完了した日から５年間保管しなければならな

い。 
２ 補助事業者等は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前項に規定

する帳簿等に加え、財産管理台帳（別紙様式第２号）その他関係書類を整備保管し提出

しなければならない。 
 （財産の処分の制限） 
第１７条 規則第１９条による財産処分の制限のほか、「農林畜水産業関係補助金等交付規

則」（昭和３１年４月３０日農林省令第１８号）に定める制限期間に準じる。 
（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
（失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の

決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年３月３１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされ

た補助金については、なお従前の例による。 
 

附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、平

成３１年３月３１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 
 

附 則 



 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 
 

附 則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 


